
 
 
 

 
 

 
 

 

平成 18 年度成年後見制度利用支援事業現状調査 

 
 
 
 
 

調査時期：平成 18 年度 8 月中旬から 9 月上旬にかけて 
目 的：各市町における成年後見制度利用支援事業の現状調査。 
対 象：各市町の成年後見制度担当部署 
調査方法：電話による聞き取り調査（内容はお聞きした内容をそのまま載せさせていただいております）。 

 
 

 
  山口県社会福祉協議会               

山口県法人成年後見支援センター        
  

 

 

 



市町 平成 18 年度成年後見制度利用支援事業予算化状況 
17 年度市町村長

申し立て件数 これまで後見報酬を出した事案があるか 

下関市 

 ３，６１８，８００円（後見報酬を含む） 
  《内訳》 申し立て費用［8 件分（高齢 4 件、知障 1 件、精障 3 件）］：930,800 円 
         ・ 高齢 465,400 円 
         ・ 知障 116350 円 
         ・ 精障 349,050 円 
       後見報酬［8 件分（高齢 4 件、知障 1 件、精障 3 件）］：2,688,000 円（1 件あたり28,000 円／月を12 ヶ月分） 

なし なし 

宇部市 

 １，３７１，０００円（後見報酬を含む） 
  《内訳》 申し立て費用［3 件分（高齢 2 件・障害 1 件）］：363,000 円 
        ・ 高齢 242,000 円 
        ・ 障害 121,000 円（手数料 117,000 円、切手代 4000 円） 
           後見報酬［3 件分（高齢 2 件・障害 1 件）］：1,008,000 円（1 件あたり28,000 円／月を12 ヶ月分） 

なし なし 

山口市 

 ３，４５７，０００円（後見報酬を含む） 
  《内訳》 申し立て費用（高齢 7 件分）：756,000 円 
              後見報酬（高齢 5 件分）：1,680,000 円（1 件あたり28,000 円／月を12 ヶ月分） 
              山口市社協への委託金：1,021,000 円 

3 件 
なし（まもなく後見報酬を支払うことになる予定のケースあり：被成年後
見人が生活保護受給者で借金があり、その返済を行っているため後見
報酬が払えない状態。） 

萩市 
 ３４２，０００円（後見報酬を含まない） 
  《内訳》 申し立て費用［3 件分（高齢・障害）］：342,000 円 
         （医師鑑定費用 300,000 円、登記事項証明書等費用 12,000 円、弁護士相談費用 30,000 円） 

1 件 なし 

防府市 

 ８７８，０００円（後見報酬を含む） 
  《内訳》 申し立て費用［3 件分（高齢 2 件（扶助のある方 1 件・扶助のない方 1 件）、障害 1 件）］：430,000 円 
        ・ 高齢 220,000 円（鑑定料 100,000 円・手数料 10,000 円を2 件分） 
        ・ 障害 210,000 円(鑑定料・予納金 110,000 円、申し立て業務の実務委託料 100,000 円) 
        後見報酬［2 件分（高齢 1 件、障害 1 件）］：448,000 円 
         ［高齢（28,000 円／月を10 ヶ月分）、障害（28,000 円／月を6 ヶ月分）］ 

なし なし 

下松市 

 ９１５，０００円（後見報酬を含む） 
  《内訳》 申し立て費用［3 件（高齢 2 件、障害 1 件）］：315,000 円（鑑定料・登記印紙代等） 
        ・ 高齢 210,000 円 
          ・ 障害 105,000 円 
            後見報酬（障害 1 件分）：600,000 円（50,000 円／月を12 ヶ月分） 

1 件 

なし（後見報酬を支払うことになる予定のケースあり：知的障害で施設
入所者、兄弟が年金の財産管理していたが、自分たちの生活費等に使
うなど財産侵害があった。こうした状況で施設利用料も滞納が続いたた
め、後見人候補者を弁護士として市長申し立てを行った。本人は年金の
みの収入で、施設にも滞納金があるため、後見報酬を出すことが困難と
考え、予算化をしているが、現在のところ、後見報酬の助成申請がない
ため、実績としてはあがっていない。) 

岩国市 

 ３５０，０００円（後見報酬を含まない） 
  《内訳》 申し立て費用［3 件分（高齢・障害 2 件、高齢者及び障害者以外の方 1 件）］：350,000 円 
         ・ 高齢・障害 233,000 円（通信運搬費 6,000 円、手数料 227,000 円） 
          ・ 高齢・障害以外の方（児童等）117,000 円（通信運搬費 3,000 円、手数料 114,000 円） 

なし なし 

山陽小野田市 
 １１０，０００円（後見報酬を含まない） 
  《内訳》 申し立て費用［1 件分（高齢・障害）］：110,000 円（通信運搬料 10,000 円、手数料 100,000 円） なし なし 

光市 
 ８９６，０００円（後見報酬を含む） 
  《内訳》 申し立て費用［2 件分（高齢・障害）］：224,000 円（通信運搬費 24,000 円、医師診断料 200,000 円） 

                      後見報酬［2 件分（高齢・障害）］：672,000 円（1 件あたり28,000 円／月を12 ヶ月分） 
１件 なし 

※ ここでは、高齢＝高齢者、知障＝知的障害者、精障＝精神障害者、障害＝知的障害者及び精神障害者、高齢・障害＝高齢者及び障害者どちらも対象として予算を分けずに予算化、と示すものとする。 



市町 平成 18 年度成年後見制度利用支援事業予算化状況 
17 年度市町村長

申し立て件数 後見報酬を出した事案があるか 

長門市 

 ４８８，０００円（後見報酬を含む） 
  《内訳》 申し立て費用（高齢 1 件分）：152,000 円 
               （旅費 44,000 円、運搬費 3000 円、手数料[鑑定費］100,000 円、消耗品 5,000 円） 
                  後見報酬（高齢 1 件分）：336,000 円（扶助費） 

なし なし 

柳井市 
 ９７２，０００円（後見報酬を含む） 
  《内訳》 申し立て費用［2 件分（高齢 1 件、障害 1 件）］：300,000 円 
         後見報酬［2 件分（高齢 1 件、障害 1 件）］：672,000 円（28,000 円／月として12 ヶ月分） 

なし なし 

美祢市 

 ４８６，０００円（後見報酬を含む） 
  《内訳》 申し立て費用（高齢 1 件分）：150,000 円 
           後見報酬（高齢 1 件分）：336,000 円（扶助費 28,000 円／月を12 ヶ月分） 
     ※ 障害については、申し立て費用（1 件分）：150,000 円、後見報酬（1 件分）：168,000 円（28,000 円／月 
       として6 ヶ月分）を9 月補正で予算化する予定。 

なし なし 

周南市 
 ５８５，０００円（後見報酬を含まない） 
  《内訳》 申し立て費用［5 件分（高齢・障害）］：585,000 円（消耗品 21,000 円、郵便料 27,000 円、手数料 537,000 円） 
     ※ 障害について 9 月補正で高齢とは予算を分けて予算化する予定（現在は高齢の予算）。 

1 件 なし 

周防大島町 
 なし 
     ※ 障害については町長申し立ての必要により、申し立て費用：109,000 円（鑑定料 100,000 円、手数料 
      5,000 円、通信運搬費 4,000 円）を9 月補正で予算化する予定。 

なし なし 

和木町  なし なし なし 

上関町 
 ３００，０００円（後見報酬を含まない） 
  《内訳》 申し立て費用［2 件分（高齢 1 件、障害 1 件）］：300,000 円 なし なし 

田布施町 
 ５６６，０００円（後見報酬を含む） 
  《内訳》 申し立て費用（高齢・障害）：206,000 円（手数料） 
         後見報酬（高齢・障害）：360,000 円 

なし なし 

平生町 
 １８２，０００円（後見報酬を含まない） 
  《内訳》 申し立て費用（高齢、障害）：182,000 円［高齢 172,000 円、障害１0,000 円（手数料）］ なし なし 

美東町  なし なし なし 

秋芳町  なし なし なし 

阿武町  なし なし なし 

阿東町  なし なし なし 

※ ここでは、高齢＝高齢者、知障＝知的障害者、精障＝精神障害者、障害＝知的障害者及び精神障害者、高齢・障害＝高齢者及び障害者どちらも対象として予算を分けずに予算化、と示すものとする。 



成年後見制度利用支援事業を予算化している市町                １７年度市町村長申し立てがあった市町 

２２市町中  １６市町  ２２市町中  ５市町 

  市町 金額    市町 件数 

1 下関市 3,618,800 円  1 山口市 ３件 

2 宇部市 1,371,000 円  2 萩市 １件 

3 山口市 3,457,000 円  3 下松市 １件 

4 萩市 342,000 円  4 光市 １件 

5 防府市 878,000 円  5 周南市 １件 

6 下松市 915,000 円                           

7 岩国市 350,000 円  後見報酬を出した事案がある市町 

8 山陽小野田市 110,000 円  

9 光市 896,000 円  
２２市町中  0 市町 

10 長門市 488,000 円    下松市（予定）※1 

11 柳井市 972,000 円  

12 美祢市※1  486,000 円［804,000 円（予定）  

13 周南市※2 585,000 円  

14 上関町 300,000 円  

15 田布施町 566,000 円  

16 平生町 182,000 円  

－ 

 後見報酬を支払う予定のケースがあり、年 600,000 円（50,000 円／月を１２箇月分）

を成年後見人への後見報酬として予算化。 
 《事案》 
 知的障害で施設入所者、兄弟が年金の財産管理していたが、自分たちの生活費
等に使うなど財産侵害があった。こうした状況で施設利用料も滞納が続いたため、
後見人候補者を弁護士として市長申し立てを行った。本人は年金のみの収入で、
施設にも滞納金があるため、後見報酬を出すことが困難と考え、予算化をしている
が、現在のところ、後見報酬の助成申請がないため、実績としてはあがっていな
い。 

― 周防大島（予定）※3 109,000 円（予定）     山口市（予定）※1 

 

 

 

 

－ 

 後見報酬を支払う予定のケースあり。 
 《事案》 
 被成年後見人が生活保護受給者で借金があり、その返済を行っているため後見
報酬が払えない状態。 

 

※1 9 月補正にて、障害者分について申し立て費用（1 件分）：150,000 円、 

   後見報酬（1 件分）：168,000 円（28,000 円／月を6 ヶ月分）、合計 

   318,000 円を予算化予定。 

※2 9 月補正にて、障害者分を予算化予定。 

※3 9 月補正にて、障害者分について申し立て費用：109,000 円 

   （鑑定料 100,000 円、手数料 5,000 円、通信運搬費 4,000 円）を予算化 

   予定。 

 
※1 後見報酬を支払うことになる予定。 



申し立て費用を予算化している市町（総合）  申し立て費用を予算化している市町（高齢者）  申し立て費用を予算化している市町（障害者） 

２２市町中  １６市町  ２２市町中  １６市町  ２２市町中  １３市町 

  市町 件数 合計金額    市町 件数 合計金額    市町 件数 合計金額 

1 下関市 8 件分 930,800 円  1 下関市 4 件分 465,400 円  1 下関市 4 件分 465,400 円 

2 宇部市 3 件分 363,000 円  2 宇部市 2 件分 242,000 円  2 宇部市 1 件分 121,000 円 

3 山口市 7 件分 756,000 円  3 山口市 7 件分 756,000 円  3 萩市※1 3 件分 342,000 円 

4 萩市 3 件分 342,000 円  4 萩市※1 3 件分 342,000 円  4 防府市 1 件分 210,000 円 

5 防府市 3 件分 430,000 円  5 防府市 2 件分 220,000 円  5 下松市 1 件分 105,000 円 

6 下松市 3 件分 315,000 円  6 下松市 2 件分 210,000 円  6 岩国市※1 2 件分 233,000 円 

7 岩国市 3 件分 350,000 円  7 岩国市※1 2 件分 233,000 円  7 山陽小野田市※1 1 件分 110,000 円 

8 山陽小野田市 1 件分 110,000 円  8 山陽小野田市※1 1 件分 110,000 円  8 光市※1 2 件分 224,000 円 

9 光市 2 件分 224,000 円  9 光市※1 2 件分 224,000 円  9 柳井市 1 件分 150,000 円 

10 長門市 1 件分 152,000 円  10 長門市 1 件分 152,000 円  10 周南市※1 5 件分 585,000 円 

11 柳井市 2 件分 300,000 円  11 柳井市 1 件分 150,000 円  11 上関町 1 件分 150,000 円 

12 美祢市※1 1 件分 
［2 件（予定）］ 

150,000 円 
［300,000 円（予定）］ 

 12 美祢市 1 件分 150,000 円  12 田布施町※1 ― 206,000 円  

13 周南市※2 5 件分 585,000 円  13 周南市※1 5 件分 585,000 円  13 平生町 ― 10,000 円 

14 上関町 2 件分 300,000 円  14 上関町 1 件分 150,000 円  ― 美祢市（予定）※2 1 件分（予定） 150,000 円（予定） 

15 田布施町 ― 206,000 円   15 田布施町※1 ― 206,000 円   ― 周防大島（予定）※3 1 件分（予定） 109,000 円（予定） 

16 平生町 ― 182,000 円  16 平生町 ― 172,000 円  

― 周防大島（予定）※3 
1 件分

（予定） 
109,000 円（予定）   

 
※1 高齢者及び障害者どちらも対象として、予算を分けずに予算化。 

 

※1 高齢者及び障害者どちらも対象として、予算を分けずに予算化。 

※2 9 月補正にて、障害者に関する申し立て費用（1 件分）：150,000 円を予 

   算化予定。 

※3 9 月補正にて、障害者分に関する申し立て費用：109,000 円を予算化 

   予定。 

              

 申し立て費用を予算化している市町［高齢者・障害者以外（児童等）］       

 ２２市町中  １市町       

   市町 件数 合計金額       

※1 9 月補正にて、障害者に関する申し立て費用（1 件分）：150,000 円、

後 

   見報酬（1 件分）：168,000 円（28,000 円／月を6 ヶ月分）、合計 

   318,000 円を予算化予定。 

※2 9 月補正にて、障害者分を予算化予定。 

※3 9 月補正にて、障害者分に関する申し立て費用：109,000 円（鑑定料 

   100,000 円、手数料 5,000 円、通信運搬費 4,000 円）を予算化予定。 

 1 岩国市 1 件分 117,000 円       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後見報酬を予算化している市町（総合）  後見報酬を予算化している市町（高齢者）  後見報酬を予算化している市町（障害者） 

２２市町中  １０市町  ２２市町中  ９市町  ２２市町中  ７市町 

  市町 件数 月額 合計金額    市町 件数 月額 合計金額    市町 件数 月額 合計金額 

1 下関市 8 件分 28,000 円 2,688,000 円  1 下関市 4 件分 28,000 円 1,344,000 円  1 下関市 4 件分 28,000 円 1,344,000 円 

2 宇部市 3 件分 28,000 円 1,008,000 円  2 宇部市 2 件分 28,000 円 672,000 円  2 宇部市 1 件分 28,000 円 336,000 円 

3 山口市 5 件分 28,000 円 1,680,000 円  3 山口市 5 件分 28,000 円 1,680,000 円  3 防府市 1 件分 28,000 円 168,000 円 

4 防府市 2 件分 28,000 円 448,000 円  4 防府市 1 件分 28,000 円 280,000 円  4 下松市 1 件分 50,000 円 600,000 円 

5 下松市 1 件分 50,000 円 600,000 円  5 光市※1 2 件分 28,000 円 672,000 円  5 光市※1 2 件分 28,000 円 672,000 円 

6 光市 2 件分 28,000 円 672,000 円  6 長門市 1 件分 ― 336,000 円  6 柳井市 1 件分 28,000 円 336,000 円 

7 長門市 1 件分 ― 336,000 円  7 柳井市 1 件分 28,000 円 336,000 円  7 田布施町※1 ― ― 360,000 円 

8 柳井市 2 件分 28,000 円 672,000 円  8 美祢市 1 件分 28,000 円 336,000 円  ― 
美祢市 
（予定）※2 

1 件分 
（予定） 

28,000 円（予定） 168,000 円 
（予定） 

9 美祢市※１ 1 件分 28,000 円 336,000 円 
［504,000 円（予定）］ 

 9 田布施町※1 ― ― 360,000 円  

10 田布施町 ― ― 360,000 円   

  
※1 9 月補正にて、障害者に関する後見報酬（1 件分）：168,000 円 

   （28,000 円／月を6 ヶ月分）を予算化予定。 
 

※1 高齢者及び障害者どちらも対象として、予算を分けずに予算化。 

 

※1 高齢者及び障害者どちらも対象として、予算を分けずに予算化。 

※2 9 月補正にて、障害者に関する後見報酬（1 件分）：168,000 円 

   （28,000 円／月を6 ヶ月分）を予算化予定。 



         

 

 

    

         

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申し立て費用・後見報酬以外の予算を組んでいる市町 

２２市町中  １市町 

  山口市 

1 山口市社協への委託金 ：1,021,000 円 


